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南海トラフ巨大地震 

１０年以内２０％・２０年以内４０～５０％・３０年以内６０～７０％ 

大津市の被害想定（冬の夕方） 

被害種別 最大震度 ６強 

建
物
被
害 

全壊棟数 2,398 棟 

半壊棟数 22,183 棟 

全焼棟数 11 棟 

全壊・全焼棟数 350 棟 

人
的
被
害 

 

死者数 － 

負傷者数（ ）内は家具転倒等 103 人(46) 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
能
支
障 

 

電力供給施設：停電件数（停電率）電力供給施

設：地震直後の停電件数（停電率） 

158,156 件 

(82%) 

 

 

上水道施設：地震直後の断水人口（断水率） 

 

134,045 人 

(40%) 

 

避
難
者 

 

 

 

避難所生活者 

下段：全避難者 

１日後 1,316 人 

(2,193 人) 

３日後 

 

2,454 人 

(4,461 人) 

１週間後 2,395 人 

(4,790 人) 

◆滋賀県地震被害想定（概要版）平成２６年３月改訂版より抜粋 
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琵琶湖西岸断層帯地震 

３０年以内１～３％ 

大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・野洲市・近江八幡市・湖南市の被害想定 

（冬の夕方） 

被害種別 対象母数 最大震度 ７ 

建
物
被
害 

全壊棟数 565,824 棟 38,504 棟 

半壊棟数 83,856 棟 

全焼棟数 528,453 棟 3,818 棟 

全壊・全焼棟数 565,824 棟 42,322 棟 

人
的
被
害 

 

死者数 （ ）内は家具転倒等 1,410,777 人 

 (居住人工) 

1,992 人(190) 

負傷者数（ ）内は家具転倒等 17,199 人(2,513) 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
能
支
障 

 

電力供給施設：地震直後の停電件数（停

電率） 

 583,990 件 

(63%) 

 

上水道施設：地震直後の断水人口（断水

率） 

 

134,045 人(40%) 

 

 

 697,024 人 

(49%) 

 

避
難
者 

 

 

 

避難所生活者 

下段：全避難者 

１日後 1,410,777 人 

 (居住人工) 

 

 

 

69,737 人 

(116,229 人) 

３日後 

 

99,796 人 

(181,447 人) 

１週間後 124,767 人 

(249,534 人) 

◆滋賀県地震被害想定（概要版）平成２６年３月改訂版より抜粋 

 

災害には地

震や洪水・土砂災害などの自然災害の他に．火災、ガス爆発など様々な種類があります。これらの災害を想定し

て、非常事態に速やかに対応できるように．方針決定機関である本部機構の構成メンバーと設置基準、設置場所

と情報収集等の役割分担をあらかじめ決めておく必要があります。更に、本部機構には災害の種類に応じて様々

な任務が要求されます。いざという時にすぐ対応できるためには、あらかじめしなければならない任務の内容を想

定しておく必要があります。 このマニュアルは、地震等の大規模災害が発生した際に、円滑かつ的確に学区災

1.マニュアルの目的 
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害対策本部を立上げ、次の基本方針のもとに活動することを目的とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                      

 

 

 

 

(1)設置基準   

学区災害対策本部は以下の場合に設置する。   

・震度５強以上の地震が発生した時   

・気象特別警報が発令された時   

・学区内に避難情報（避難準備情報、避難勧告、避難指示）が発令された時   

・その他、自治連合会長が必要と判断した時  

・設置基準の詳細は本運営マニュアルＰ１２～Ｐ２４の災害発生時からの対応の 

Ⅰ．大地震の場合の大地震発時役員初動基準及び 

Ⅱ．風水害の場合に基づき設置する 

基本方針 

1. 人命の保護を最優先する。 

2.早期の復旧・復興を図る。 

3.近隣学区との協力体制を確保する。 

2.災害対策本部の設置 

土砂崩れ 地震 

洪水 
火災 

状況把握 

 
必要な対策・措置 

 
 

早期の復旧・復興 

石山学区の被害状況 
 

・人的被害・物的被害 

 

・避難者数・必要な対策 

石山学区災害対策本部 
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※なお、上記の基準には該当しないが、大雨や洪水、暴風等の気象警報発令時や学区自治連合会長が警

戒体制をとる必要があると判断した場合には、学区災害警戒本部を設置することができる。 

（２）設置場所、開錠 （詳細はＰ１５施設開錠を参照） 

・市民センター内に学区災害対策本部を設置する。但し、市民センター内に設置  

が不可能な場合は、別の場所に設置するものとする。   

・鍵の開錠については、支所長または初動支所班員、若しくは自治連合会、石山学区自主防災会の鍵保管者

が行う。 

(3)必要物品  （詳細は添付資料○○を参照） 

災害対策本部で使用する物品等についてはあらかじめ準備しておく。 

(参考例) 

電話機、携帯電話、ファックス．パソコン、プリンター、コピー機、学区域地図、 

組織図、学区民名簿、救急箱．飲料水、非常食料、毛布など 

 

 

 

 

（１）学区災害対策本部を設置した場合は自治連合会長が本部長となり、自主防災会長、自治連合会副会長が

副本部長となる。 

（２）本部長は災害発生時には、災害対策本部を代表し、活動の指示や統括を行う。 

（３）市など防災機関との連絡一調整、他の関係機関への要請等を行う。 

（４）副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在あるいは事故等がある場合は副本 

長が職務を代行する。 

 

 

 

 

（１）学区内の被害状況等の情報の集約 

（２）学区住民への情報提供 

（3）本部員、自治会の人員及び保安措置状況の把握 

（４）関係団体との連携、協力 

（５）災害ボランティア等の防災関係団体との調整 

（６）避難所の運営 

（７）他の学区との情報交換、支援要請 

（８）市災害対策本部との連絡調整 

（９）初動支所班との連携 

（10）その他、必要と認めること 

 

 

4.災書対策本部の任務 

3.災害対策本部長、副本部長の役割 
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5.災害対策本部組織図 

大津市災害対策本部 

・総務部・市民部・消防局 
大津市社会 

福祉協議会 

石山 

消防分団 
石山学区災害対策本部（自治連合会） 

・危機防災対策課・石山支所・大津南消防署・大津市消防団 

石山学区自主防災会組織 

青
少
年
育
成
団
体 

地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会 

学
区
社
会
福
祉
協
議
会 

体
育
振
興
団
体 

 会長・副会長 

会長・副会長 

消
火
部 

救
出
救
護
部 

避
難
誘
導
部 

給
食
給
水
部 

要
支
援
者
対
策
部 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部 

情
報
部 

防災士部 
会 計 

事務局長 

総
務
部（
事
務
局） 

滋賀県警 

大津警察署 

地域自主防災会組織 

地
域
自
主
防
災
組
織 

地
域
自
主
防
災
組
織 

総
務
班(

事
務
局) 

衛
生
班 

救
護
班 

連
絡
・
広
報
班 

屋
外
班
・
誘
導
班 

名
簿
班 

物
資
・
食
料
班 

防災士 会 計 
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5 6 10 10 10

8

大津市石山消防団

須佐見分団長

090-6753-8069

石山市民センター

伊藤防災士

災害緊急時対応部長・副部長 090-5907-5243

077-531-0165 090-3494-1908

堀井防災士

090-9624-2742

090-8196-6193

090-4768-6223

板垣安否・支援部長

＊個人情報ですので取り扱いに注意してください。

石山支所 中桐　監事 勝田監事

077-537-0001 090-5124-4335 080-6126-9176

大津市南消防署 乗田会計・事務局長 サンシティー大津石山自治会支部長乘田防災士

090-8653-5543

令和３年度　石　山　学　区　自　主　防　災　会　緊　急　連　絡　表

令和３年９月１５日作成（変更）

行政・分団 防災役員 防災支部長防災士自治会長

077-533-0119 090-9887-4411 090-3056-0371 090-4768-6223534-1629

大津市南消防署 原田会長 井上(精一）副会長 平津自治会支部長堀井防災士井上敏平津自治会長

宮田自治連合会長

080-1434-2493

放示サンシティ大津石山自治会長

南郷出張所 090-5659-1545 090-5659-1545090-7884-8931

077-537-0119

石山寺辺自治会支部長西野石山寺辺自治会長

090-2117-1975

本田避難部長 県営東団地自治会支部長井上県営石山東自治会長

090-9256-5083 090-4906-7116

野上避難副部長 石山第２市営自治会支部長浦石山第２市営自治会長

090-8653-5543

目片参与

080-6126-9176090-5064-2171

三田村消火・救助部長 森副会長 石山団地自治会支部長勝田防災士出町石山団地自治会長

090-7117-0635 077-534-2605 090-4768-6223

県営石山南自治会支部長野上防災士

大平山県営自治会長勝田消火・救助副部長 大平山県営自治会支部長板垣防災士

涌田県営石山南自治会長

080-6126-9176 090-5907-5243

本田防災士

090-9256-5083

堀井情報・物資副部長

公団石山団地自治会支部長公団石山団地自治会長

090-9624-2742

清水情報・物資部長

西武石山団地自治会支部長清水防災士金田西武石山団地自治会長

090-6249-8450

090-6249-8450090-2383-5471

伊藤安否・支援副部長

井上（精一）防災士

090-3056-0371

 

※この連絡網は､市災害対策本部からの情報伝達連絡用としても使用されることがあります。 

※個人情報につき取り扱いに注意してください。 

（１）避難所の開設及び運営については、大津市避難所運営マニュアルを参照。 

（運営詳細はＰ１２の災害発生時からの対応を参照） 

 

 

 

・地震の場合 

避難所のセーフティチェックで施設の安全が確認できた場合は､施設管理者が避難所を開錠し、市の担当者、施

設管理者とともに３者が連携して避難所運営を行う。 

・風水害の場合 

気象警報や土砂災害警戒情報に伴い、避難準備情報等が発令された場合は、施設管理者が避難所を開錠し、

市の担当者．施設管理者とともに３者が連携して避難所運営を行う。 

（２）避難所一覧 

 

7.避難所運営 

6.緊急連絡網 
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指定避難所 

地震、風水害、火災等の災害発生により、住家が損壊・倒壊、浸水、焼失し、またはその恐れがある場合に、一時

的に身の安全を確保するための施設です。大津市では、学校・園（主として体育館や遊戯室）や市民センター

（公民館）などの建物を中心に指定している。 

1 石山市民センター 大津市石山寺三丁目 15-15 077-537-0001 

2 石山小学校体育館 大津市石山寺三丁目 11-20 077-537-0014 

3 石山中学校体育館 大津市平津一丁目 23-1 077-537-0070 

4 石山幼稚園 大津市石山寺三丁目 17-8 077-537-2424 

5 石山市民体育館 大津市石山寺三丁目 10-35 077-537-2227 

6 大津清陵高校体育館 大津市大平一丁目 14-1 077-537-5004 

指定福祉避難所 

高齢者や障害者など、災害時、一般の避難所での生活に支障をきたす方を対象に、二次的な避難所として開設

する施設です 

1 【福祉】 平保育園 大津市大平二丁目 33-22 077-534-1750 

提携避難場所 西武石山団地自治会が災害時に利用できる施設 

1 滋賀刑務所   

指定緊急避難場所 

大規模な地震や火災等の災害発生により、住家が倒壊及びその恐れがある場合、また火災の発生や延焼の恐

れがある場合に、住民が一時的に身の安全を確保するために避難する場所です。大津市では学校園のグラウン

ドや公園などを中心に指定している 

1 大津清陵高校グラウンド 大津市大平一丁目 14-1 

2 石山公園（石山寺駐車場含む） 大津市石山寺三丁目 2 

3 大平保育園グラウンド 大津市大平二丁目 33-22 

4 石山幼稚園グラウンド 大津市石山寺三丁目 17-8 

5 石山小学校グラウンド 大津市石山寺三丁目 11-20 

6 石山中学校グラウンド 大津市平津一丁目 23-1 

7 石山市民センター 大津市石山寺三丁目 15-15 

8 石山小学校体育館 大津市石山寺三丁目 11-20 

9 石山中学校体育館 大津市平津一丁目 23-1 

10 石山幼稚園 大津市石山寺三丁目 17-8 

11 石山市民体育館  大津市石山寺三丁目 10-35 

12 大津清陵高校体育館 大津市大平一丁目 14-1 

13 滋賀大学教育学部 大津市平津二丁目 5-1 他 
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（１）避難時における支援体制 

避難行動要支援者対策は、大津市が平成２７年３月の定めた大津市避難行動 

要支援者避難プラン（全体計画）に基づき実施する。 

また、本部長は、市が避難情報を発令したとき、又は本部長が必要であると認めたときは、避難行動要支援者及

び避難支援者へ情報伝達を行うとともに、避難誘導部長に避難行動要支援者の避難支援を指示し、安否確認に

努める。緊急の場合は、本部長の指示がなくても避難支援を行う。自主防災組織等においても支援が実施できな

いときは、市へ支援要請する。 

（２）避難所等における支援体制 

避難所において必要となる要配慮者支援に関する相談や要配慮者のニーズ等に対し、連携して支援を実施す

る。 

（３）その他 

突発的な事故、事件等が発生した場合は石山学区自治連合会、自主防災会が連携して支援を実施する。 

 

 

【地域にはさまざまな要配慮者が住んでいる】 

 

  

 

 

 

（１） 地震の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.要配慮者対策 

＜地域住民＞（誰もが要配慮者になりうる） 

＜要配慮者＞ 

自力で生活している人たち 社会福祉施設入所者 

自力では避難できない人たち【避難行動要支援者】 

 

要
配
慮
者
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
対
応
し
た
支
援 

災
害
の
ス
テ
ー
ジ
で
変
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
支

援 

家族等の避難支援が得られない人たち 

家族だけでは避難が困難なひとたち 
入院患者 
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（１）地震の場合 
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大地震発生時役員初動基準 

震 度 住民の行動 自主防災役員 

・防災士の対応 

学区の自主防役員の

対応 

震度４  

 

原則として自宅 

 

（状況により避難され

る方あり） 

自宅 自宅 

 

 

 

震度５ 

 

被害状況に応じ自治

会、自主防幹部・防災

士は自治会館出動 

 

 

町内被害情報収集支

所に伝達 

被害状況に応じ自治

会、自主防幹部・防災

士は支所出動 

 

 

各町の被害情報収集

大津市災害対策本部

へ伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度５強以上 

 

（大地震） 

組役員＋住民一時避

難所避難 

 

 

 

避難者の安否確認 

怪我人救出 

要配慮者の避難支援 

消化活動 

 

 

 

指定避難所へ避難 

 

 

自治会、自主防役員

自治会館出動 

 

 

 

被災情報の収集・伝

達 

 

住民避難誘導 

要援護者避難確認 

火災消火等の活動 

自治連会長、自主防

会長、初動支所班支

所出動 

 

 

学区災害対策本部設

置 

 

 

被災情報の収集 

会長以外の役員は、

担当避難所に出動 

休日・深夜の災害発

生の場合、緊急対応と

して学区自主防が避

難所の開設判断及び

開錠をおこなう 
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Ⅰ大地震発生時の避難所開設・運営要領 

 

 

 

 

 

 

 

開校・開庁注に発生                             休日・深夜に発生 

 

＜１． 施設開設判断＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ２．施設開錠 ＞ 

 

大地震発生 

市災害対策本部 学区災害対策本部 

施設管理者 施設担当の自主防役員 

施設開錠 施設開錠 

児童・園児等の 
安全確保 

開錠報告 

地震発生時刻 

開錠報告 

開設判断 

開錠報告 開錠報告 

開錠指示 

開錠指示 

緊急対応 

緊急対応 

開設判断 
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１． 休日・深夜等における施設開設判断 

大地震が発生したとき、原則として施設の開設判断は市対策本部が行う。 

しかし、休日・深夜に発生した場合は、し災害対策本部の開設判断が相当遅れる事態が予想される。 

この場合は、学区対策本部が、学区内の被害状況等を総合的に勘案して・緊急対応として市対策本部に代

わり避難所施設開設の判断を行う。 

２． 休日・深夜発生時の施設開錠 

（１） 学区災害対策本部が施設開錠を判断した場合、直ちに施設の鍵保管者に対し施設開錠の指示を行う。

但し、携帯電話等不通の場合は、施設担当役員及び鍵保管者の判断で開錠する。 

（２） 鍵保管者か開錠した場合は、速やかに学区災害対策本部報告、学区災害対策本部は、その旨を市対

策本部に報告する。 

（３） 施設の担当役員及び鍵保管者は、毎年年度初めに自主防役員の中から選任する。 

 

 

 

 

 

 

＜３．避難所施設安全点検＞ 

 

 

 

 

 

 

 

学区災害対策本部に報告、指示を待つ   

学区災害対策本部に報告                          

(学区災害対策本部は市災害対策本部に報告 

対応を協議する。 

 

 

 

難所開設作業（レイアウト作り）着手 

 

３．避難所施設の安全点検 

避難所施設を開錠した場合、直ちに「避難所施設被害状況点検シート」Ｐ２７に基づき、避難所施 の安全点

検を行う。 

（１） 施設安全点検及びレイアウト作りが完了するまで、避難者は自治会ごとに施設外広場で待機をお願いする。

施設開錠 

避難所施設被害状況 

点検シート 

可 不可 
使用可否 
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但し、避難者の中に怪我人、重病者など要支援者がおられる場合は、優先的に避難スペースを確保して

入室できるよう配慮する。 

（２） 施設の安全点検は原則として二人一組で行い、点検者の安全を最優先し、外壁、基礎回りなど安全な場

所から目視で行う。 

（３） 点検途中で余震があった場合は、点検を中断して安全な場所に避難する。 

（４） 安全点検完了次第。使用不可について学区災害対策本部に報告し、使用不可の場合は、学区災害対策

本部の指示を待つ。 

＜使用不可の場合、予想される対応＞ 

① 他の指定避難所へ移動してもらう。 

② 避難場所（グランド、公園広場）テントを設営し仮避難してもらう。 

 

 

 

 

 

 

＜４．避難所の開設作業（レイアウト作り）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設安全点検終

避難所開設作業 

チェックシート 

体育館レイアウト 

図 
破損物の片付け 

シート・ブルーシートを敷く 

通路・居住スペースの確保 

避難所開設 

備品保管箱 
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４．避難所の開設作業 

施設の安全点検終了次第、「避難所開設作業チェックシート」Ｐ２８に基づき、避難所開設作業を行う。（Ｐ１０

参照）指定避難所６ヶ所 

石山小学校体育館、石山市民体育館等、避難所居住スペースのレイアウトは添付レイアウト図面に基づき実

施する。 

＜５．避難者の受け入れ＞ 

 

  

避難者 

怪我人    

重傷者    高齢者・認知症・妊婦等 

要援護者 

町単位で入室 

トリアージ 

治 療 

搬 送 

空き教室 

福祉避難所 

要援護者居住スペースの確保 

受付・避難所対策本部 

ライフラインの確認 

注意事項の掲示 

避難者受け入れ 

（施設開設作業終了後） 
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５．避難者の受け入れ 

避難所施設の安全点検、レイアウト完了次第、避難者を施設内に受け入れる。 

（１） 避難者は原則として町自治会・組単位ごとに入室してもらう。 

（２） 受付担当者は、町別に避難者数をカウントするとともに、世帯代表者に｢避難者名簿｣を渡すが、記入は落ち

着いた段階で記入してもらう。 

（３） 怪我人、重傷者がいる場合は、優先して救護、医療班によるトリアージ、治療、医療機関への搬送措置が講

じられるよう最大の配慮を行う。 

（４） 高齢者、病人、妊婦などの要援護者は、空き教室・福祉避難所の確保等の配慮を行う。 

（５） あらかじめ町別避難者数の予測は困難なため、町別居住者スペースの区分表示は行わないものとする。 

（６） 避難者数が居住スペースを超える事態が生じた場合は、学区災害対策本部の連絡・協議のうえ、他の入室

可能な避難所施設へ移動をお願いする。 

（７） 市担当者の到着時刻が不明または大幅に遅れる場合、自主防役員は、次の業務を行う。 

① 避難者名簿の回収 

② 避難者一覧表及び避難所状況報告書の作成並びに学区災害対策本部 

市災害対策本部への送付 

６．避難所の運営（安定期） 

（１）発災当日の避難所開設作業が終了し、応急的な対応が落ち着いた段階で｢避難所運営委員会｣を設置す

る。 

避難者名簿を渡す 

避難者概数をカウントする 

（受付） 

避難者名簿記入依頼・回収 

（避難者が落ち着いてから） 

避難者一覧表の作成 

避難所状況報告書の作成 

学区災害対策本部経由市災害対策本部へ送付 
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避難所の運営主体は、避難者の自立再建の原則に基づき、避難者の中から互選で選出した避難所運営委員

会が担当する。 

（２）避難所運営委員会の構成と活動内容 

班 名 活 動 内 容  

（１）総務班 
学区災害対策本部との連絡調整、運営委員会事務局、秩序維持、消

灯、・火気管理等避難所の全体管理、ボランテイア受け入れ、その他 

（２）名簿班 

 

避難者名簿の作成・管理、在宅名簿の作成・管理、入退所・外泊の管

理、安否確認等問い合わせへの対応、その他 

（３）食料班 不足する食料の要請、受け入れ、管理、配給、炊き出しの実施 

（４）物資班 生活物資の配給、不足する物資の要請等 

（５）救護班 

 

怪我人の治療・応急措置、高齢者、障害者、妊婦、子供達等要援護

者への対応、その他 

（６）衛生班 生活用水の確保、ゴミ、トイレ・清掃・ペットの関すること、健康管理、防

疫に関する対応、その他 

（７）連絡・広報班 情報収集・発信・伝達、生活ルールの周知、マスコミ対応 

（８）屋外班 避難所周辺の屋外避難者の把握、健康管理等の対応等 

（９）誘導班 避難所周辺の交通整理、避難所の各窓口への案内、誘導、その他 

（１０）その他 必要となる班（施設管理班・ボランティア調整班等） 

（３）運営委員会の開催 

① 開催日    毎日１回 

② メンバー   会長、副会長、班長、自治会組（班）長、 

市担当者、施設管理者 

③ 事務局    総務班 

（４）班別会議の開催 

班ごとに実務レベルの話し合いを適時開催し、その結果を避難運営委員会において報告する。 

（５）施設の避難者数が５０人以下等の場合は、複数の業務を一つの班で担当するなど委員会構成に配慮する。 

７．避難所の閉鎖 

（１）ライフラインが回復し、仮設住宅への入居が始まると、避難所は撤収・統合向けたけた準備に入る。 

（２）避難所運営委員会は、避難者の状況を勘案しながら、避難所スペースの縮小・統合を行う。 

（３）避難所を閉鎖する場合は，避難者の協力を得て、避難所施設内の清掃、備蓄物等の片付け・撤去を行い、

施設管理者の点検を受ける。 
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（２）風水害の場合 

 

①各部局情報

②支所・地元情報

③消防情報

④ライフライン情報

⑤警察情報

⑥マスコミ情報

⑦広域都市情報

避難準備情報

避難勧告

避難指示

避難所の運営 総務班

給食・給水飯

救護班等災害救助法の認定の要請

初動対応 初動支所班の設置（開所日）

自衛隊の派遣

市 石山学区自主防災組織

自宅待機

役員参集
自宅待機

（時間外・閉庁時）

被害等災害状況の入手

ライフライン被害対応

災害対応

地域情報の入手（テレビ・ラジオ・彦根地方気象台）

気象注意報気象注意報

災害警戒本部体制

指定職員参集

広域応援要請（消防・行政）

大津市災害対策本部へ連絡

避難所の開設

①パトロール情報
②自治会情報

被害等災害状況の入手　

警戒態勢

警戒態勢

 

9.災害発生時からの対応 
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Ⅱ 風水害発生時、避難所開設・運営要領 

 

風水害発生時、役員初動基準 

警報・避難情報 住民の予想行動 地域防災会役員・防

災士の対応 

学区防災会役員の

対応 

注意報発令     

大雨警報発令 

 自宅待機 自宅待機 

暴風・大雨・洪水警

報 

土砂災害警戒警報 

 

多羅川氾濫警報等

の発令 

避難所へ自主避難さ

れる方あり 

 

自治会長、防災会幹

部・防災士自治会館

出動 

 

自治会館を避難所に

使用することの可否

につき協議 

 

当面、冠水・土砂災

害の危険がなければ

受け入れてもよい。 

 

町内浸水、土砂災害

情報の収集 

自治連合会長 

四役・事務局 

初動支所班 

支所出動 

 

・学区内災害情報 

&多羅川等の水位情

報収集、市災害対策

本部へ通報 

 

学区災害対

策本部設置 

高齢者等避難 

 

 

 

 

 

避難指示 

 

 

 

 

 

 

緊急安全確保 

危険区域住民要援

護者など避難される

方あり 

 

 

全住民 

避難始める 

 

 

 

 

命の危険が迫ってお

り、命を守るための最

善な行動を取る 

自治会・防災会全役

員自治会館出動 

 

 

 

避難者受け入れ 

活動開始 

（広報・誘導等） 

全役員、自治連事務

局員支所 

出動要請 

開設する指定避難所

及び開設時刻 

確認 

避難彰担当役員 

決定 

避難所へ出動 

開設準備開始 

避難者受け入れ 

活動開始 

自治会館 

指定避難場所 
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高齢者等避難  警戒レベル３ 

高齢者や障害のある人は危険な場所から避難しましょう！ 

 

避難指示     警戒レベル４ 

危険な場所から全員避難しましょう！ 

〈〉警戒レベル４までに必ず避難〈〉 

 

緊急避難確保  警戒レベル５ 

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です！ 

 

 

 

 

 

 

 



石山学区自主防災会 2016年 6月 15日 

23 
 

風水害発生時の場合、当面自治会館が冠水 

・土砂災害等の被害の危険がないことを確認できれば、自治会住民に限定して避難所使用することができる。但

し、避難所使用開始後、想定を超える長期豪雨により、避難者の生命の安全確保が危惧される場合は，速やか

に避難者を最寄りの指定避難所に避難誘導する。 

暴風・大雨・洪水警報が発令され場合、町自治会・防砂迂回役員及び防災士は自治会館に出動する。但し、町

内河川が危険水位に達した場合、または町内地域において土砂災害発生の危険を認知した場合は、上記警報

発令前でも出動し、住民の避難広報等について協議する。 

（１） 自治会館を避難所として使用することを決定する場合は、当面自治会館周辺地域が浸水、土砂災害等

の危険がないことを確認するとともに、事前にその旨を学区災害対策本部に報告する。 

（２） 万一、自治会館を避難所として使用開始後、自治会館周辺に上記危険が生じ避難者の安全確保が危

惧される場合は、学区災害対策本部に報告のうえ、最寄りの指定避難所に避難者を避難誘導する。 

(4)    自治会館を避難所として開設する場合、原則として次の役員を置く。 

責任者         １名  

副責任者        １名 

受付担当        若干名 (避難者名簿のとりまとめ等) 

広報担当         若干名 (災害情報、避難行動等の広報活動) 

避難誘導担当     若干名 (住民の避難誘導活動) 

情報連絡担当     若干名 (学区災害対策本部との情報連絡) 

食糧・備品担当    若干名 (毛布・食糧等の手配・配布) 

(5)   避難者名簿は、避難者が落ち着いてから記入してもらい回収する。 

(6)   避難者の中に高齢者・病人など要援護者がおられる場合、学区災害対策本部 

に連絡のうえ福祉避難所への移動など適切な措置を講じる。 

(7)   ペットの取り扱い、喫煙、飲酒など避難所運営のルールは、必要に応じて掲示のうえ、避難者に周知徹底

する。 
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（添付資料） 

高齢者等避難や避難指示について 

「高齢者等避難」とは、災害発生の危険性が高まった時に市が発する避難勧告等の一つで、この情報は「避難指

示」より前の段階で「人的被害の発生の可能性がある」と判断された時点に発令され、避難に時間を要する高齢

者や障害者等に避難開始を、その他の人々に避難準備を求めるもの 
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避難行動の目安 

状況 個人の行動 自主防災組織等の行動 

大雨に関する気象情報 ・テレビ、ラジオ、行政の気象

情報に注意する。 

・テレビ、ラジオ、行政の気象

情報に注意する。 大雨・洪水注意報 

 

 

大雨・洪水警報 

・非常用持ち出し品の点検、

避難場所や経路の再確認

をする。 

・崖、川、側溝などの危険な

場所に近づかない。 

・土砂災害警戒区域及び特

別警戒区域の再確認。 

（防災マップ） 

・要配慮者の確認。 

 

 

土砂災害警戒情報 

・危険な状況と察知したら、

早めの自主避難を心がけ

る。 

・避難勧告など市の情報に注

意する。 

・自主防災会は、災害状況の

迅速かつ正確な情報収集

に努める。 

・自主防災会は、避難所の開

設準備を行う。 

 

 

 

 

高齢者等避難 

・避難できるように準備を開

始する。 

・高齢者要援護者は避難行

動を開始する。 

・市からの広報等情報に注意

する 

・自主防災会へ避難所の開

設指示 

・自主防災会は、速やかに避

難所を開設する。 

・自主防災会は、災害状況の

迅速かつ正確な情報収集

に努める。 

・自主防災会は、市の情報を

速やかに住民へ周知する 

 

 

避難指示 

・家族、近隣全員で助け合い

ながら避難所に速やかに避

難所へ避難する。 

・関係機関との連携。 

・対象区域住民の居場所と連

絡先把握。 

・避難所の円滑な運営。 

 

緊急安全確保 

・命の危険が迫っており、命

を守るための最善な行動を

取る 

・関係機関との連携。 

・対象区域住民の居場所と連

絡先把握。 

・避難所の円滑な運営。 
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避難所施設被害状況点検シート 

点検日     月    日（  ）   時    分 

 

建物名称                  点検者： ①         

点検者： ②         

１． 建物周辺に地すべり、がけ崩れ、地割れ等が起きているか？ 

 

Ａ 起きていない  Ｂ 起きている           Ｃ ひどく起きている 

２． 建物本体あるいは建物周辺の地盤が沈下しているか？ 

 

Ａ いいえ    Ｂ １０㎝以上沈下している       Ｃ ２０㎝以上沈下している 

３． 建物が傾斜しているか？ 

 

Ａ いいえ    Ｂ 傾斜しているような感じがする   Ｃ 明らかに傾斜している。 

４． 床が壊れているか？ 

 

Ａ いいえ    Ｂ 少し傾いている。下がっている 

Ｃ 大きく傾斜している。下がっている 

５． 壁が壊れている？ 

 

Ａ いいえ    Ｂ コンクリートが剥がれている。大きなひびが入っている。中の

鉄筋が見えている        Ｃ 壁が崩れている 

６． 外壁モルタル等が落下しているか？ 

 

Ａ いいえ        Ｂ 落下しかかっている      Ｃ 落下している 

７． 天井、照明器具が落下しているか？ 

 

Ａ いいえ        Ｂ 落下しそう（     ）     Ｃ 落下した（    ） 

８． ドアや窓が壊れているか？ 

 

Ａ いいえ        Ｂ ガラスが割れた       

Ｃ 建具、ドアが動きにくい。建具、ドアが動かない 

 

◆Ｃが一つでもある場合は、避難所として使用できない 
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避難所開設作業チェックシート 

 

チェック日時     月     日（  ）     時     分 

 

 

チェック者 

 

  

項    目 内     容 確認 

破損物の片付け 

床シート貼り等 

落下物、ガラス破片等の除去、床シート貼り 

ブルーシート、間仕切り 

 

館内レイアウト 

 

 

 

 

居住スペース、通路の区別  

要援護者居住スペースの確保 

（高齢者、負傷者、妊産婦、認知症患者等） 

 

救護室  

避難所運営本部（避難所運営委員会室） 

（机、椅子、黒板、電話等） 

 

受付場所（机、椅子、筆記用具、避難者名簿）  

掲示板  

非常食・毛布・資材置き場  

男女別更衣室  

設備・ライフライン 電気・放送設備  

水道  

電話・ＦＡＸ  

トイレ  

避難者遵守事項の表示 注意事項の掲示  

立入禁止区域の張り紙  

グランドレイアウト 避難者用駐車場  

支援物資、給水車駐車スペース  

炊き出し場所  

仮設トイレ設置場所  

ペット置き場  
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避難者名簿     避難者組（町）名 

世  帯 

   

代表者 

（フリガナ） 住所 

 

 

大津市 

 

 

 

（    ） 

入  所 

日  時 

平成  年  月  日（  ）   時   分 

   電話 

ご家族氏名（フリガナ） 避難 

状況 
年齢 性別 

所属 

自治会 

 

１ 
   男 

女 

家屋被害 

状況 

全壊・半壊・一部損壊・停電 

・ガス停止・断水・電話不通 

２ 
   男 

女 

 

親族等 

連絡先 

住所 

氏名 

電話（   ） ３ 
   男 

女 

４ 
   男 

女 
車 

使用者 

のみ 

車種       色 

 

 

ナンバー 
５ 

   男 

女 

（ご家族に病人等、特別の配慮を必要とされる方がおられる場合は、お名前と状況をお書き下さい） 

（お名前） 

（状 況） 

個人情報の 

取り扱い 

ご家族の方々等に安否をお知らせするため、住所、性

別を公表し、また、他からの問い合わせに回答する予

定ですが、希望しない場合は、右の欄を｢○｣で囲んで

下さい。 

希望しない 

避難状況欄には、次の記号を書いて下さい。 

ア  避難所    イ  テント    ウ  車    エ  在宅避難者    オ  帰宅困難者    カ  その他 

・在宅避難者とは、ガス停止等のため、避難所に施設を利用したり、食事・物資の配給を受ける方 

・帰宅困難者とは、石山学区にお住まいの方で、交通機関、道路事情などで自宅に帰れない方 

（避難者の方へ） 

○この名簿を提出することで、避難登録され、避難所での生活支援が受けられます。 

○内容に変更有る場合は、速やかに申し出て下さい。 

退所日時 平成     年    月    日（  ）     時     分 

転出先 
住 所                              電話  （   ） 

氏 名 
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避難者一覧表                        

避難所名              ＮＯ 

番

号 

区

分 
氏      名 

状

態 

年

齢 

性

別 

住    所 

電    話 

入所日時 

退所日時 

情

報 

要援助者の場合、

要 

１ 

      

（   ） 

月  日  時  分 

否 

 

月  日  時  分 

２      
 

（   ） 

月  日  時  分 

否 

 

月  日  時  分 

３       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

４       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

 

５ 

      

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

 

６ 

      

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

７       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

８       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

９       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１０       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１１       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１２       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１３       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１４       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 

１５       

（   ） 

月  日  時  分 

否 
 

月  日  時  分 
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避難所状況報告書（第  報） 

 

 

石山学区災害対策本部経由大津市災害対策本部宛 

避難所名 石山学区 報告日時 月    日    時    分 

報告者 
 

報告手段 ＦＡＸ ・ 電話 ・ 伝令 ・ その他 

避難者世帯

数及び人数 
世帯 人 

病人 
     人 

（状況） 

怪我人 
     人 

（状況） 

避難所施設 

ライフライン 
停電 ・ 断水 ・ ガス停止 ・ 電話不通 

避難所施設

周辺の地域

の状況 

建物倒壊 あり      ・        なし 

火災 あり      ・        なし 

土砂崩れ あり      ・        なし 

道路状況 通行可  ・  渋滞  ・  通行不可 

ライフライン 停電  ・  断水  ・  ガス停止  ・  電話不通 

その他の参

考情報 

（出動自主

防災役員名

等） 

 

※第１報は、開設後できるだけ早くに。    第２報以降は、概ね３時間おきに。 
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石山小学校防災倉庫備蓄品一覧 

【食料品】 （平成２８年３月２３日納入） 

品目 賞味期限 箱数 食数 

栄養ようかん 

１箱２０box 入 

（１box２食） 

２０１９／７ ５ ２００ 

五目飯 

1 箱５０食 

（１箱５Ｋｇ） 

２０２０／１ ５ ２５０ 

クラッカー 

１箱２缶 

（１缶３５食入） 

２０２０／８ ５ ３５０ 

【生活用品】 

品目 賞味期限 箱数 総数 

毛布 

１箱１０枚入 

－ ２５ ２５０枚 

 

大人用オムツ 

１箱８０枚入 

－ ３ ２４０枚 

子供用オムツ 

１袋９０枚入 

－ １ ２５２枚 

生理用品 

１箱３６パック 

（１パック２６枚入） 

－ １ ９３６枚 

簡易トイレ 

１箱５台入 

－ １ ５台 

（処理袋２５０枚） 

※その他、非常ランタン・避難所運営マニュアルあり 

※石山支所に・五目飯５０食・クラッカー７０食・毛布１０枚備蓄 

石山小学校防災倉庫  

（平成 28 年 3 月 23 日物資納入） 
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石山学区自主防災会 防災用資機材保管内訳 

平成２８年６月３０日現在 

品名 形状 数量 備考 

組立てテント ＧＫ式２号 １張 幅 5.4ｍ奥行き 3.6ｍ 

組立てテント ＧＫ式２号 １張 石山分団倉庫に保管 

ＦＫアルミ折りたたみリヤカー ＳＴ型 １台  

アルミ四つ折り担架  ４台  

ハロゲン投光器 ３００Ｗ ２台 三脚付き 

トランシーバー ＦＴＨ－１０８ ５台 防水型 

ハンド型メガホン ＥＲ－１１６Ｓ ２台 防滴型 

防災用かまどセット一斗用 ＨＫ－５５０ １台  

ウオータータンク １０㍑ １０個  

発電機 ＥＵ9i ２台  

電工ドラム 1.25m ㎡×２Ｃ ２台 ３０ｍ巻 

エコロジー食器セット １００人用 １式  

調理用品セット ２０点セット １式  

ヘルメット ＰＣ型 １９個 貸し出し１１個（別紙） 

消化バケツ ８㍑用 ２０個  

パック毛布 ポリエステル ２０枚  

一輪車 深型 ３台  

スコップ（ケンスコ）  １０丁  

ブルーシート 3.6ｍ×5.4ｍ ２０枚  

土嚢袋 ＦＫスーパー １００袋  

ソーラー発電システム  １式  

ベストと帽子  ６セット  

のぼり  ２４本 各自治会２本支所２本配付 

ベストと帽子  ４０セット 本部役員・自治会長・防災

支部長・防災士に配付 

チエンソー  １台 2016・6・3 購入 

ジャッキ  １台 2016・6・3 購入 

バール  １丁 2016・6・3 購入 

保護面  １面 2016・6・3 購入 

保護手袋  １袋 2016・6・3 購入 
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避難者の皆さまへ(お願い)（避難所共通掲示事項) 

石山学区避難所運営委員会 

 

(１)避難所生活は、自分の家と違って不便や不自由なことがたくさんあります。 

 

お互いに辛抱して協力し助け合って過ごして頂くようにお願いします。 

 

(２)避難所生活に関する基本事項は、皆さんが選んだメンバーで構成する 

   

避難所運営委員会で決めます｡決まったことはみんなで守りましよう。 

 

(３)避難所館内及び敷地内は､すべて禁煙･禁酒になっています｡喫煙される方 

 

携帯用灰皿を準備のうえ､敷地外でお願いします。 

 

(４)愛犬等ペット類は、盲導犬を除き指定場所で飼育してください。 

 

避難者の中には動物嫌いやペットアレルギーの方がおられます｡ 

飼い主に求められるマナーは、最小限守って頂くようお願いします。 

 

(５)身の回りの清掃に努めていただくようお願いします｡ 

 

ごみは分別のうえ指定期日に指定場所に出してください。 

 

(６)貴重品は､各自が責任をもって管理してください。 

 

(７)入室禁止場所には立ち入らないでください。 

 

(８)ストーブやトースト、電熱器具など、電源を使用する場合は、火災予防上、 

 

事前に運営委員会に申し出ください。 

 

(９)その他、皆さんへのお知らせ事項は、その都度掲示板に掲示します。 

 

以上 
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石山学区避難所開設・運営上の検討課題 
 

1.休日、深夜発災時に備えた避難所施設予備キー保管体制について 

 

2.石山中学校体育館と市民体育館の避難所開設 

・運営体制について（石山自主防と協議） 

 

3.石山学区福祉避難所の見直し 

・運営体制について 

・市民センターの福祉避難所への変更 

・特養ホーム等へ受け入れ提携 

 

4.体育館内用ブルーシート、避難所開設運営時の七つ道具及びその保管箱など大地震発生時、

直ちに必要となる物品購入の予算措置について 

 

5.学区防災倉庫を増設置することについて（現在は石山団地・石山小学校・消防団詰所） 

テント、炊き出し器材、発電機、土嚢、スコップ、ハンマー、担架等 

 

6.大地震発生時、防災倉庫保有の発電機等資機材等の活用について 

 

7.避難所開設・運営時におけるサポートボランティア体制について 

 

8.避難所開設・運営時における各町防災士の関わりについて 

 

9.各町別災害図上訓練（ＤＩＧ）を実施することについて 

各町の大地震、暴風雨別災害ポテンシャル及び避難経路における危険個所の確認、対策検

討の必要性 

 

10.石山学区北部・南部別に避難所開設の是非について 

・運営訓練を実施することについて 

 

11.石山学区内医院、在住医師、看護師とのトリアージ、治療体制提携について 

 

12.赤十宇奉仕団石山分団の救護支援体制強化について 

 

13.簡易トイレレンタル業者との提携について 

 

 

 

 


